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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　所定の距離離間した位置にあり光軸の位置を基点とする一定の領域として設定される照
射面を照射方向として当該照射面に前記光軸を向けて配置された光源と、
　前記光軸を中心に前記光源の発光領域を覆うように設けられ、前記光軸を境界として第
一レンズ部と第二レンズ部とからなるレンズと、を備え、
　前記第一レンズ部が、
　入射面と出射面とを有し前記光源からの光が前記光軸との角度が大きくなるほど当該光
軸寄りに屈折して出射し、この第一レンズ部からの光が前記照射面のうち前記光軸を基点
とした一部の領域である第一領域を照射するように設定され、
　前記第二レンズ部が、
　前記光源からの光を前記光軸に沿った方向に屈折させる第一入射面と、前記入射面から
入射して当該第二レンズ部内を透過する前記光源からの光を反射する第一反射面と、前記
光軸に平行な面であり前記第一入射面及び第一反射面を介した光を出射する出射面とを有
し、前記照射面のうち前記第一領域には含まれない第二領域を照射する、照明用灯具。
【請求項２】
　前記第二レンズ部が、
　第二入射面と、前記第二入射面を介した前記光源からの光を前記第一反射面に対して反
射する第二反射面を有する、請求項１に記載の照明用灯具。
【請求項３】
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　所定の距離離間した位置にあり光軸の位置を基点とする一定の領域として設定される照
射面を照射方向として当該照射面に光軸を向けて配置された光源を中心に当該光源の発光
領域を覆うように設けられ、前記光軸を境界として第一レンズ部と第二レンズ部とからな
り、
　前記第一レンズ部が、
　入射面と出射面とを有し前記光源からの光が前記光軸との角度が大きくなるほど当該光
軸寄りに屈折して出射し、この第一レンズ部からの光が前記照射面のうち前記光軸を基点
とした一部の領域である第一領域を照射するように設定され、
　前記第二レンズ部が、
　前記光源からの光を前記光軸に沿った方向に屈折させる第一入射面と、前記入射面から
入射して当該第二レンズ部内を透過する前記光源からの光を反射する第一反射面と、前記
光軸に平行な面であり前記第一入射面及び第一反射面を介した光を出射する出射面とを有
し、前記照射面のうち前記第一領域には含まれない第二領域を照射する、照明用灯具のレ
ンズ。
【請求項４】
　前記第二レンズ部が、
　第二入射面と、前記第二入射面を介した前記光源からの光を前記第一反射面に対して反
射する第二反射面を有する、請求項３に記載の照明用灯具のレンズ。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は照明用灯具に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、ショーケース、業務用冷蔵庫、あるいは陳列棚といった各種商品を陳列するため
の什器には、陳列された商品を照明する灯具が設けられている。このような商品陳列用の
照明用灯具は、陳列された商品の見栄えを向上させるようないわゆる演出的な効果を奏す
ることを目的とした灯具である。
【０００３】
　上記従来の商品陳列用の照明用灯具は、陳列された商品が配置されている陳列範囲を効
果的に照明するために、例えば図６のように上記陳列範囲より前方に光源を遮光する遮光
部材を設けたものが知られている。また、上記従来の灯具と同様の観点から、例えば図７
のように、光源自体を陳列範囲方向に傾けて設けたものが知られている。さらに、上記と
同様の観点から、光源からの光を陳列範囲に反射する反射板を設けたもの（例えば、特許
文献１参照）、光源を陳列範囲の方向に傾けつつ反射板を設けたもの（例えば、特許文献
２参照）も知られている。
【特許文献１】特開２００２-２５７４６９号公報
【特許文献２】特開２００５-２９９９６４号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、以上の陳列された商品演出用照明灯具は、例えば以下に挙げるような問
題があった。
【０００５】
　すなわち、遮光部材によって陳列範囲を照射する従来の照明用灯具では、遮光した光を
反射させるなど、光源からの光を有効に利用するための考慮がなされていなかった。
【０００６】
　また、光源を傾けて取り付けた従来の照明用灯具では光源を傾けて配置することにより
、光源の配置に要する容積が大きくなってしまうこと、あるいは、取付部分が複雑になる
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ことが考えられ、陳列用什器の構成上好ましいとは言いがたかった。
【０００７】
　さらに、陳列範囲への反射板を設けた従来の照明用灯具では、一般に陳列範囲の前方の
一箇所に光源を設けることが多い。そして、そのような場合には、反射板により光を単に
遮光するのに比べて光を有効には利用できているものの、この陳列範囲全体を均一に照射
することなど、陳列された商品に対する適切な照射態様を得ることが難しいと考えられた
。
【０００８】
　本発明は、斯かる実情に鑑みてなされたものであり、第一に光源からの光を有効に利用
し、第二に什器への取付容易性を向上し、第三に陳列範囲を適切に照射することを可能と
する、照明用灯具を提供しようとするものである。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記課題を解決するために、本発明は以下の手段とした。
　すなわち、本発明は、所定の距離離間した位置にある照射面を照射方向として当該照射
面に光軸を向けて配置された光源と、光軸を中心に光源の発光領域を覆うように設けられ
、光軸を境界として第一レンズ部と第二レンズ部とからなるレンズと、を備え、第一レン
ズ部が、入射面と出射面とを有し光源からの光を屈折して出射し、第二レンズ部が、入射
面と出射面とこの入射面から入射し当該第二レンズ部内を透過する光源からの光を出射面
に反射する反射面とを有する、照明用灯具として構成される。
【００１０】
　本発明は、例えば商品が陳列される平面上を照射する場合に、所定の距離離れた上方に
光源を配置して、上記平面上の所定の領域を照射する。
【００１１】
　その際、本発明の照明用灯具は、光軸を中心に光源を覆うように設けたレンズを介して
、光源の光軸を基準にした上記平面上の所定の領域を照射する。このレンズは、光軸を境
界として第一レンズ部と第二レンズ部の２つの部分によって構成される。
【００１２】
　第一レンズ部は、光軸の位置を基点とした照射面上の一定の領域を照射するためのレン
ズである。この第一レンズ部は、その照射領域を適切に照射するために入射部と出射部の
形状を設定し、光源からの光を屈折させている。
【００１３】
　また、第二レンズ部は、照射面のうち第一レンズによって照射される領域以外の領域を
照射するためのレンズである。この第二レンズ部は、光源から入射した光を全反射によっ
て出射面から放出させるための反射面を有する。この構成により、第二レンズ部は、第一
レンズ部が照射する光源近傍にある第一照射領域とは異なる、光源から離れた第二領域を
照射することができる。
【００１４】
　従って、本発明によれば、光源を覆うように設けられたレンズにより光源からの光を有
効に利用することができる。また、本発明によれば、灯具全体の構成を小型化でき、灯具
を取り付ける陳列棚などの什器への取付容易性を向上することができる。さらに、本発明
によれば、照射領域毎に異なるレンズ部を設けることにより、陳列範囲を適切に照射する
ことを可能とする。
【００１５】
　また、本発明は、第一レンズ部が、光源からの光の少なくとも一部を反射面に対して反
射する第二反射面を有するように構成されていてもよい。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明の照明用灯具によれば、第一に光源からの光を有効に利用し、第二に什器への取
付容易性を向上し、第三に陳列範囲を適切に照射することを可能とする、という優れた効
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果を奏し得る。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１７】
　以下、本発明の照明用灯具に係る実施の形態について、添付図面を参照して説明する。
【００１８】
　[第一の実施の形態]
　図１は、本発明の第一の実施の形態に係る照明用灯具を示す断面図である。
　第一の実施の形態に係る照明用灯具１０は、例えば、ショーケース、業務用冷蔵庫、あ
るいは陳列棚といった各種商品を陳列するための什器に用いられる。この照明用灯具１０
は、一般に什器の商品陳列範囲の前方且つ上方の取付位置に設けられる。照明用灯具１０
は、取付金具（不図示）によって什器の所定の上記取付位置に取り付けられる。そして、
照明用灯具１０は、上記陳列範囲に相当する平面上の所定領域を照射する。
【００１９】
　照明用灯具１０は、光源１１とレンズ１２とを備える。ここで、レンズ１２は、第一レ
ンズ部１３と第二レンズ部１４との二つの部分によって構成される。
【００２０】
　光源１１は、所定の距離離間した位置にある照射面を照射方向として当該照射面に光軸
を向けて配置される。本実施の形態では、光源１１として、白色光を発する白色発光ダイ
オードを用いた一例について説明する。なお、本発明において光源１１には、発光ダイオ
ード（LED: Light Emitted Diode）、蛍光管など、いかなる種類の光源を用いることも可
能である。
【００２１】
　図２は、本実施の形態に係る照明用灯具１０を拡大した図である。レンズ１２は、図２
に示すように光源１１の光軸Ｘを中心として、所定の距離離れた位置から光源１１の発光
領域１１ａを覆うように設けられる。上述の通り、レンズ１２は、光軸Ｘを境界として第
一レンズ部１３と第二レンズ部１４とによって構成される。このレンズ１２の材料として
は、例えばアクリル樹脂あるいはガラスなど、所定の透過率を持った材料が考えられる。
【００２２】
　第一レンズ部１３は、本実施の形態において、光軸Ｘの位置を基点とした一定の発光領
域１１ａに照射された光源１１の光を、照射面上の一定の領域（第一照射領域１５ａ）に
照射するためのレンズである。第一レンズ部１３は、入射面１３ａと出射面１３ｂとによ
って光源１１からの光を屈折させた後に、照射面上の一定の領域（第一照射領域１５ａ）
に対してこの光を出射する。
【００２３】
　ここで、第一レンズ部１３は、照射面上の第一照射領域１５ａにおいて均一の照度が得
られるように、入射光の角度と出射光の角度を考慮し、入射面１３ａと出射面１３ｂの形
状を設定する。
【００２４】
　第二レンズ部１４は、本実施の形態において、照射面のうち第一レンズ部２３によって
照射される第一照射領域１５ａ以外の第二照射領域１５ｂに対して、光源１１からの光を
照射するためのレンズである。第二レンズ部１４は、第一入射面１４ａから入射し当該第
二レンズ部１４内を透過する光源１１からの光を出射面１４ｂに反射する第一反射面１４
ｃと、第二入射面１４ｄから入射した光を第一反射面１４ｃへ反射する第二反射面１４ｅ
とを有する。
【００２５】
　ここで、上記第一反射面１４ｃは、光源１１から入射した光を全反射して出射面１４ｂ
から放出させるように、レンズ１２の表面形状を設定される。そのため、第一反射面１４
ｃは、例えば金属膜を蒸着させるといった特別の加工を施さなくとも、その形状を設定す
るのみで所望の反射面としての機能を持たせることができる。
【００２６】
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　また、第一反射面１４ｃは、その形状を設定することにより、出射面１４ｂから出射す
る光の方向を容易に変更することができる。なお、出射面１４ｂは、図１，２からわかる
ように、光軸Ｘに沿ってこの光軸Ｘと平行な面を持っている。
【００２７】
　第二レンズ部１４には、第一入射面１４ａと第二入射面１４ｄから光源１１の光が入射
する。入射した光のうち、第一入射面１４ａから入射した光は、第一の実施の形態に係る
第二レンズ部１４と同様に、当該第二レンズ部１４内を光が透過した後に第一反射面１４
ｃが反射して出射面１４ｂから出射する。
【００２８】
　一方、第二入射面１４ｄから入射した光は、第二反射面１４ｅによって反射された後に
、第一反射面１４ｃによって再度反射されて出射面１４ｂから出射する。
【００２９】
　ここで、上記第二反射面１４ｅは、光源１１から入射した光を全反射して第一反射面１
４ｃへ照射するように、表面形状が設定される。そのため、第二反射面１４ｅは、例えば
金属膜を蒸着させるといった特別の加工を施さなくとも、その形状を設定するのみで所望
の反射面としての機能を持たせることができる。
【００３０】
　第二レンズ部１４は、以上の構成によって、光軸Ｘを基点とする照射領域のうち第一照
射領域１５ａ以外の領域に照射される光が、光源１１から入光する。このとき、第一入射
面１４ａが入射角の関係から屈折して第一反射面１４ｃの方向に向かう。第一反射面１４
ｃは、入射した光を上述の通り出射面１４ｂの方向に反射する。反射された光は、出射面
１４ｂで屈折し、光源１１からの照射方向とは異なる方向である第二照射領域１５ｂに照
射される。
【００３１】
　以上説明した第一レンズ部１３と第二レンズ部１４とを有するレンズ１２は、以下のよ
うな作用効果を得ることができる。
【００３２】
　まず、レンズ１２は、第一レンズ部１３の入射面１３ａ及び第二レンズ部１４の第一入
射面１４ａの形状を、光源１１の発光領域１１ａをほぼカバーするように構成されている
。そのため、図２に示すようにレンズ１２には光源１１からの照射光のほとんどが入射す
る。本発明によれば、光源１１を覆うように設けられたレンズ１２により光源からの光を
有効に利用することができる。
【００３３】
　レンズ１２は、第一レンズ部１３及び第二レンズ部１４が有するそれぞれの入射面１３
ａ、第一入射面１４ａと出射面１３ｂ，１４ｂとによって、光源１１から発する光の進行
方向を変化させる。
【００３４】
　さらに、レンズ１２は、第二レンズ部１４に第一反射面１４ｃを設けている。この第一
反射面１４ｃにより、第二レンズ部１４に入射した光の方向が光軸Ｘを境界として手前の
方向には（図１または２におけるＹ方向）照射されない。言い換えれば、光軸Ｘを中心に
光源１１から放射される光のうち、第二レンズ部１４を設けた方向に放射される光は、第
一反射面１４ｃが光を反射して出射面１４ｂからのみ出射される。
【００３５】
　また、照明用灯具１０は、第二レンズ部１４の光源１１からの入射部分を、第一入射面
１４ａと第二入射面１４ｄとし、さらに第二反射面１４ｅを構成することによって、レン
ズ１２内における入射光の向きをより光軸Ｘ方向に近づけることができる。
【００３６】
　そして、レンズ１２は、レンズ１２内における入射光の向きを光軸Ｘ方向に近づけるこ
とによって、第一反射面１４ｃの形状を出射面１４ｂから出射する光がより遠方へ照射さ
れるように設定することが可能となる。
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【００３７】
　そうすることにより、照明用灯具１０は、照射面上の照射範囲１５全体を均一の照度で
照射することができる。
【００３８】
　また、照明用灯具１０は、一箇所に設けられた光源１１からより遠方に広がる照射範囲
を適切に照射することが可能となる。
【００３９】
　以上の他に、照明用灯具１０によれば、灯具全体の構成を小型化できる。また、照明用
灯具１０によれば、照射領域毎に異なるレンズ部を設けることにより、一箇所に設けた灯
具から広範な照射範囲を適切に照明できる。このため、照明用灯具１０は、灯具を取り付
ける陳列棚などの什器における取り付け位置を問わず、ひいては灯具の取り付け容易性を
向上することができる。
【００４０】
　[第二の実施の形態]
　本発明の照明用灯具は、上記第一の実施の形態に係る照明用灯具１０の他に、以下に示
す第二の実施の形態に係る照明用灯具のように構成してもよい。
【００４１】
　図３は、第二の実施の形態に係る照明用灯具２０の断面図である。
【００４２】
　第一の実施の形態に係る照明用灯具１０と第二の実施の形態に係る照明用灯具２０との
相違点は、レンズ１２と２２の違いによる。
【００４３】
　すなわち、照明用灯具２０のレンズ２２は、第一の実施の形態に係る照明用灯具１０の
第二入射面１４ｄと第二反射面１４ｅがなく、第二レンズ部２４が入射面２４ａと出射面
２４ｂと反射面２４ｃとからなっている。
【００４４】
　第二レンズ部２４は、第一の実施形態の第二レンズ部１４と同様に、照射面のうち第一
レンズ部２３によって照射される第一の照射領域以外の第二照射領域に対して、光源１１
からの光を照射するためのレンズである。
【００４５】
　ここで、上記反射面２４ｃは、光源２１から入射した光を全反射して出射面２４ｂから
放出させるように、レンズ２２の表面形状を設定される。そのため、反射面２４ｃは、例
えば金属膜を蒸着させるといった特別の加工を施さなくとも、その形状を設定するのみで
所望の反射面としての機能を持たせることができる。
【００４６】
　また、反射面２４ｃは、その形状を設定することにより、出射面２４ｂから出射する光
の方向を容易に変更することができる。なお、出射面２４ｂは、図１，２からわかるよう
に、光軸Ｘに沿ってこの光軸Ｘと平行な面を持っている。
【００４７】
　第二レンズ部２４は、以上の構成によって、第一の実施の形態の第二レンズ部１４と同
様に、光軸Ｘを中心にとする発光領域１１ａのうち光源２１から第一照射領域以外の領域
に照射される光が入光する。このとき、第一入射面１４ａが入射角の関係から屈折して反
射面２４ｃの方向に向かう。反射面２４ｃは、入射した光を上述の通り出射面２４ｂの方
向に反射する。反射された光は、出射面２４ｂで屈折し、光源２１からの照射方向とは異
なる方向である第二照射領域に照射される。
【００４８】
　そして、第二の実施の形態にかかる照明用灯具２０は、上述の第一の実施の形態にかか
る照明用灯具１０と同様の作用効果を得ることができる。
【００４９】
[光源形状に応じたレンズ形状の実施例]
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　上記第一及び第二の実施の形態では、レンズ１２，２２の断面形状に基づいた説明を行
なったが、本発明のレンズ形状は、光源の発光部の形状によって以下のように設定されて
もよい。
【００５０】
　図４は、第二の実施の形態の照明用灯具２０において回転対称な形状を有する光源２１
を用いた場合のレンズ形状の一例を示す図である。
【００５１】
　図４に示すレンズ２２は、第一レンズ部２３及び第二レンズ部２４ともに光源２１を中
心に１８０°の回転体として（スイープさせて）形成されている。つまり、レンズ２２は
、光源２１を全周で覆うように形成されているため、光源２１からの光を効率よく取り込
み所定の照射領域に確実に照射することができる。
【００５２】
　図５は、第一の実施の形態の照明用灯具１０においてレンズ１２断面に垂直な方向に延
伸された光源１１を用いた場合のレンズ形状の一例である。
【００５３】
　図５に示すレンズ１２は、その光源１１の形状に合わせて光源の長手方向に引き伸ばさ
れた（スイープされた）形状を有している。
【００５４】
[その他の実施の形態]
　尚、本発明の照明用灯具は、上記した実施の形態に限定されるものではなく、本発明の
要旨を逸脱しない範囲内において種々変更を加え得ることは勿論である。
【００５５】
　例えば、上記第二の実施の形態に係る照明用灯具２０の光源の形状をレンズ２２の断面
に垂直な方向に延伸された形状とした場合には、レンズ２２の形状を長手方向に引き伸ば
した形状とすることは可能である。
【００５６】
　同様に、上記第一の実施の形態に係る照明用灯具１０の光源の形状を回転対称な形状と
した場合には、第一レンズ部１３、第二レンズ部１４ともに光源１１を中心に１８０°の
回転体として形成することは可能である。
【００５７】
　また、上記実施の形態では、光源の位置を照射する水平面にある照射領域の上に設けて
いたが、本発明ではこれに限定されない。
【００５８】
　例えば、本発明の照明用灯具は、光源２１の光軸Ｘを水平面に向けることで、水平面に
垂直に立てられた看板などを照明することも可能である。
【図面の簡単な説明】
【００５９】
【図１】本発明の第一の実施の形態に係る照明用灯具を示す断面図である。
【図２】第一の実施の形態に係る照明用灯具を拡大した図である。
【図３】第二の実施の形態に係る照明用灯具の断面図である。
【図４】第一の実施の形態の照明用灯具において回転対称な形状を有する光源を用いた場
合のレンズ形状の一例を示す図である。
【図５】第二の実施の形態の照明用灯具においてレンズ断面に垂直な方向に延伸された光
源を用いた場合のレンズ形状の一例である。
【図６】従来の商品陳列用照明用灯具の一例である。
【図７】従来の商品陳列用照明用灯具の一例である。
【符号の説明】
【００６０】
１０　　照明用灯具
１１　　光源



(8) JP 4825708 B2 2011.11.30

10

20

１１ａ　　発光領域
１２　　レンズ
１３　　第一レンズ部
１３ａ　　入射面
１３ｂ　　出射面
１４　　第二レンズ部
１４ａ　　第一入射面
１４ｂ　　出射面
１４ｃ　　第一反射面
１４ｄ　　第二入射面
１４ｅ　　第二反射面
１５　　照射範囲
１５ａ　　第一照射領域
１５ｂ　　第二照射領域
２０　　照明用灯具
２１　　光源
２２　　レンズ
２３　　第一レンズ部
２４　　第二レンズ部
２４ａ　　入射面
２４ｂ　　出射面
２４ｃ　　反射面
２５ａ　　第一照射領域
２５ｂ　　第二照射領域

【図１】
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【図３】
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【図４】

【図５】

【図６】
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